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委員会で詳しく審査しました
〜令和5年第4回定例会中に審査した内容は下記のとおりです〜

総
務
委
員
会

　
議
案
6
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　
稲
城
市
情
報
通
信
技
術
を
活
用

し
た
行
政
の
手
続
等
の
推
進
に
関

す
る
条
例
は
、
4
件
の
質
疑
が
あ

り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

こ
の
時
期
の
上
程
理
由
は
。

答

本
格
的
に
オ
ン
ラ
イ
ン
化
を

進
め
る
意
思
表
示
と
し
て
、今
回
、

条
例
を
制
定
す
る
。

問

オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
目
標
は
。

答

将
来
的
に
、
原
則
、
す
べ
て

の
行
政
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

を
目
標
と
し
て
進
め
た
い
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
職
員
の
公
益
的
法
人
へ

の
派
遣
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
は
、
1
件
の
質
疑

が
あ
り
、
討
論
は
な
く
、
採
決
の

結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の

と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の

報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、1
件
の
質
疑
が
あ
り
、　
　

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、2
件
の
質
疑
が
あ
り
、

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

給
与
改
定
の
今
年
の
特
徴
は
。

答

円
安
や
原
材
料
高
に
起
因
す

る
物
価
上
昇
に
伴
う
民
間
給
与
の

上
昇
に
伴
い
、
上
が
っ
て
い
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
火
災
予
防
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
3
件
の
質

疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

福
祉
文
教
委
員
会

　
議
案
4
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　
稲
城
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
確
認
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

1
件
の
質
疑
が
あ
り
、
討
論
は
な

く
、
採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
に

よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　
稲
城
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
認
可
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
は
、
質
疑
・
討
論
が
な

く
、
採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
に

よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　
稲
城
市
学
童
ク
ラ
ブ
の
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
は
、

2
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

安
全
計
画
策
定
の
方
向
性
は
。

答

各
事
業
所
で
関
係
す
る
計
画

や
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
体
系
的
に
取
り

ま
と
め
て
策
定
す
る
予
定
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
3
件
の
質
疑
が
あ

り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

▲道路線の認定調査のようす（建設環境委員会）

建
設
環
境
委
員
会

　
議
案
9
件
、
陳
情
1
件
を
審
査

し
ま
し
た
。

　
稲
城
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い

て（
稲
城
稲
城
長
沼
駅
周
辺
土
地

区
画
整
理
事
業
関
係・3
路
線
）、

稲
城
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て

（
稲
城
南
山
東
部
土
地
区
画
整
理

事
業
関
係
・
5
路
線
）、
稲
城
市

道
路
線
の
廃
止
に
つ
い
て（
坂
浜

に
お
け
る
民
間
宅
地
開
発
関
係
・

1
路
線
）、
稲
城
市
道
路
線
の
廃

止
に
つ
い
て（
平
尾
に
お
け
る
民

間
宅
地
開
発
関
係・1
路
線
）は
、

質
疑
・
討
論
が
な
く
、
採
決
の
結

果
、
起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
及
び
稲
城
市
国
民
健

康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
は
、質
疑・討
論
が
な
く
、

採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
体
育
施
設
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
は
、
3
件
の
質

疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

問

指
定
管
理
者
の
利
用
料
金
制

度
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果

を
期
待
し
て
い
る
の
か
。

答

指
定
管
理
者
の
努
力
に
よ
り

施
設
利
用
が
増
え
れ
ば
、
指
定
管

理
者
の
収
入
も
増
え
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
持
た
せ
て
い
る
。

補
正
予
算
特
別
委
員
会

　
議
案
4
件
を
審
査
し
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
5
号
）は
、

6
件
の
質
疑
が
あ
り
、
概
要
は
次

の
と
お
り
で
す
。

問

高
齢
者
施
設
等
整
備
補
助
金

の
補
正
増
の
効
果
は
。

答

昨
今
の
建
設
費
高
騰
の
影
響

を
一
定
程
度
抑
え
、
計
画
に
基
づ

い
た
施
設
整
備
が
図
ら
れ
、
市
の

問

改
正
の
経
緯
は
。

答

全
出
力
2 

0 

0 

kW
を
超
え
る

急
速
充
電
設
備
の
使
用
実
態
を
踏

ま
え
、
基
準
の
省
令
な
ど
が
改
正

さ
れ
た
た
め
、
条
例
改
正
す
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
防
災
セ

ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て
は
、質
疑・討
論
が
な
く
、

採
決
の
結
果
、
起
立
全
員
に
よ
り

原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

問

再
発
防
止
に
向
け
た
取
り
組

み
は
。

答

院
内
の
医
療
安
全
委
員
会
を

中
心
に
、
同
意
書
や
医
療
安
全
マ

ニ
ュ
ア
ル
の
改
定
を
行
っ
て
い
る
。

問

損
害
賠
償
額
の
妥
当
性
は
。

答

保
険
会
社
で
の
過
去
の
事
例

な
ど
を
踏
ま
え
設
定
さ
れ
た
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

問

4
月
か
ら
使
用
料
が
上
が
る

こ
と
は
な
い
の
か
。

答

使
用
料
の
改
定
は
今
回
な
い
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
立
公
園
に
設
置
す
る
体

育
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て
は
、7
件
の
質
疑
が
あ
り
、

概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

公
募
型
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式

に
よ
る
入
札
で
重
き
を
置
い
た
と

こ
ろ
は
。

答

幅
広
い
世
代
が
ス
ポ
ー
ツ
に

親
し
め
る
よ
う
な
多
種
多
様
な
自

主
事
業
の
実
施
計
画
が
想
定
さ
れ

て
い
る
か
、
施
設
の
次
期
改
修
計

画
策
定
の
補
助
体
制
や
効
果
的
な

ノ
ウ
ハ
ウ
が
示
さ
れ
て
い
る
か
、

地
域
支
援
・
地
域
連
携
に
資
す
る

事
業
の
取
り
組
み
が
提
案
さ
れ
て

い
る
か
、な
ど
に
重
き
を
置
い
た
。

問

ど
こ
が
評
価
さ
れ
た
の
か
。

答

専
門
分
野
の
5
社
が
集
ま
っ

た
共
同
体
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

専
門
分
野
の
強
み
を
生
か
し
て
施

設
の
管
理
運
営
を
行
う
人
員
体
制

や
維
持
管
理
な
ど
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が

あ
る
と
こ
ろ
な
ど
。

問

引
き
継
ぎ
の
取
り
組
み
姿
勢

は
。答

市
と
財
団
と
新
し
い
指
定
管

理
者
で
引
き
継
ぎ
の
概
要
や
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
確
認
し
て
お
り
、
細

か
い
引
き
継
ぎ
は
、
財
団
と
指
定

管
理
者
で
進
め
て
い
く
予
定
。

問

今
活
動
し
て
い
る
方
々
の
利

用
機
会
が
減
る
の
で
は
と
い
う
不

安
の
声
が
あ
る
が
、市
の
考
え
は
。

答

ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
活
動
は
、

管
理
基
準
書
で
同
じ
よ
う
に
活
動

で
き
る
と
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー
ツ

教
室
の
実
施
予
定
や
希
望
な
ど
を

確
認
し
、
新
し
い
指
定
管
理
者
が

調
整
・
す
み
分
け
な
ど
を
行
う
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
稲
城
市
立
公
園
の
指
定
管
理
者

の
指
定
に
つ
い
て
は
、
3
件
の
質

疑
が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り

で
す
。

問

今
ま
で
ど
お
り
の
グ
リ
ー
ン

の
管
理
が
維
持
で
き
る
の
か
。

答

体
育
施
設
の
業
務
が
な
く
な

り
、
よ
り
グ
リ
ー
ン
の
管
理
に
注

力
で
き
る
環
境
に
な
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
丸
都
営
跡
地
に
社
会
福
祉
施

設
な
ど
の
開
設
を
求
め
る
陳
情
は
、

9
件
の
質
疑
と
2
件
の
討
論
が
あ

り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。

問

都
に
対
し
て
市
は
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
き
た
の
か
。

答

市
で
は
、
都
に
対
し
、
度
重

な
る
働
き
か
け
を
行
い
、
い
な
ぎ

の
ぞ
み
保
育
園
や
大
丸
げ
ん
き
公

園
が
開
設
さ
れ
た
。

問

暫
定
措
置
と
し
て
利
用
計
画

は
立
て
ら
れ
る
の
か
。

答

利
用
計
画
は
、土
地
を
所
有・

管
理
す
る
都
が
立
案
す
べ
き
と
考

え
る
。

問

都
有
地
な
の
で
市
も
相
応
の

負
担
が
必
要
と
思
う
が
、見
解
は
。

答

こ
れ
ま
で
開
設
し
た
施
設
に

関
し
て
、
市
は
負
担
し
て
き
て
い

る
こ
と
か
ら
、
新
た
な
負
担
は
考

え
て
い
な
い
。

賛
成
討
論
跡
地
利
用
の
具
体
化
を

後
押
し
し
、
暫
定
的
に
多
様
な
目

的
に
活
用
で
き
る
対
応
を
求
め
る

べ
き
と
考
え
、
賛
成
す
る
。

賛
成
討
論
市
は
頑
張
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
か
ら
も
さ
ら
に
都
に
働
き
か

け
て
ほ
し
い
の
で
、
賛
成
す
る
。

　
採
決
の
結
果
、
起
立
少
数
に
よ

り
不
採
択
と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化

・
推
進
が
果
た
さ
れ
る
。

問

給
与
改
定
の
詳
細
は
。

答

東
京
都
人
事
委
員
会
勧
告
に

基
づ
き
、
1
人
約
0
・
9
％
、
全

級
全
号
給
引
き
上
げ
て
い
る
。

問

債
務
負
担
行
為
に
関
す
る
体

育
施
設
の
限
度
額
が
、
こ
れ
ま
で

よ
り
大
き
く
な
っ
た
要
因
は
。

答

公
園
と
体
育
施
設
の
指
定
管

理
を
切
り
分
け
た
こ
と
に
よ
り
、

今
ま
で
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
光

熱
水
費
や
人
件
費
、
リ
ー
ス
料
な

ど
が
増
え
て
い
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
国

民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
2
号
）は
、
2
件
の
質
疑

が
あ
り
、
概
要
は
次
の
と
お
り
で

す
。問

産
前
産
後
の
保
険
税
免
除
の

概
要
と
手
続
き
は
。

答

出
産
予
定
、
ま
た
は
出
産
し

た
被
保
険
者
が
い
る
場
合
に
、
出

産
予
定
月
の
前
月
か
ら
4
か
月
分
、

多
胎
妊
娠
の
場
合
に
は
3
か
月
前

か
ら
6
か
月
分
、
保
険
税
を
減
額

す
る
制
度
。
窓
口
で
、
母
子
健
康

手
帳
を
提
示
し
て
、
手
続
き
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
土

地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算（
第
1
号
）は
、
質
疑
・
討
論

が
な
く
、
採
決
の
結
果
、
起
立
全

員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
令
和
5
年
度
東
京
都
稲
城
市
下

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算（
第
1

号
）は
、
1
件
の
質
疑
が
あ
り
、

　
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結
果
、

起
立
全
員
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。


